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資料 １

1



岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例
（抜粋）

（事業活動環境配慮指針）

第十一条 知事は、事業者がその事業活動に伴う温室効果ガスの排出を効果的に抑制するために必要な
事項に関する指針（以下「事業活動環境配慮指針」という。）を定めるものとする。
２ 知事は、事業活動環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
（温室効果ガス排出削減計画書の作成等）
第十三条 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者として規則で定める者（以下
「特定事業者」という。）は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書（以下「温
室効果ガス排出削減計画書」という。）を作成し、知事に提出しなければならない。この場合において、
温室効果ガス排出削減計画書の作成は、事業活動環境配慮指針に基づいて行うものとする。

一〜四 略
２ 特定事業者以外の事業者（以下「中小排出事業者」という。）は、前項の規定の例により、温室効果
ガス排出削減計画書を作成し、知事に提出するよう努めるものとする。
３ 略
（温室効果ガス排出削減計画実績報告書の提出）
第十四条 前条第一項又は第二項の規定により温室効果ガス排出削減計画書を提出した事業者は、＜〜中
略〜＞措置の実施状況を記載した報告書（以下「温室効果ガス排出削減計画実績報告書」という。）を作
成し、知事に提出しなければならない。
（温室効果ガス排出削減計画書等の公表及び評価）
第十五条 知事は、第十三条第一項若しくは第二項の規定による温室効果ガス排出削減計画書の提出、同
条第三項の規定による変更後の温室効果ガス排出削減計画書の提出又は前条の規定による温室効果ガス排
出削減計画実績報告書の提出があったときは、速やかにその概要を公表するとともに、その内容について
評価を行うものとする。
２ 知事は、前項の評価を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を公表するものとする。
（顕彰）
第四十二条 知事は、地球温暖化対策及び気候変動適応に関する取組を積極的に行う事業者、県民及び民
間団体の顕彰を行うものとする。
（指導及び助言）
第四十三条 知事は、事業者、県民及び観光旅行者等が、この条例に基づく地球温暖化対策及び気候変動
適応に関する取組を行う場合において、必要な指導及び助言をすることができる。

県条例における評価制度の位置付け

岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例施行規則
（抜粋）

（温室効果ガス排出削減計画書の作成等）
第六条 条例第十三条第一項（同条第二項においてその例による場合を含む。）の温室効果ガス排
出削減計画書は、当該計画書を提出する日の属する年度から三箇年度（以下「削減計画期間」とい
う。）を対象とし、事業所（前条第二号及び第三号に掲げる者にあっては、事業者）ごとに、別記
第一号様式により作成し、削減計画期間の初年度の七月末日までに提出するも
のとする。
２ 条例第十三条第一項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項（第一号に掲げる事項につ
いては、特定事業者が前条第一号及び第四号に掲げる者である場合に限る。）とする。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業所において行われる事業
三 削減計画期間
四 社内推進体制
五 中長期的な温室効果ガス削減目標
六 エネルギー使用の状況
七 先進的対策の計画
八 その他知事が必要と認める事項
３ 条例第十三条第三項の変更後の温室効果ガス排出削減計画書は、別記第一号様式により作成し、
速やかに提出するものとする。

（温室効果ガス排出削減計画実績報告書の提出）
第七条 条例第十四条の温室効果ガス排出削減計画実績報告書は、別記第二号様式により作成し、
削減計画期間の各年度の翌年度の七月末日までに提出するものとする。

（温室効果ガス排出削減計画書等の評価結果の公表の方法）
第七条の二 条例第十五条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を県が開設するインター
ネットのホームページに掲載して行う。
一 知事が別に定める評価基準に従い、温室効果ガスの排出の抑制に関する取組の状況等が優れて
いると知事が認めた温室効果ガス排出削減計画書、変更後の温室効果ガス排出削減計画書又は温室
効果ガス排出削減計画実績報告書（温室効果ガス排出削減計画実績報告書にあっては、削減計画期
間の最終年度に係るものに限る。）を提出した事業者の氏名（法人にあっては、その名称）
二 その他知事が必要と認める事項
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評価制度の対象

特定事業者（提出義務）
(１) 前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上の事業所を県内に有する事業者
(２) 24時間営業を常態とし、前年度の県内事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500KL/年

以上の小売業者、サービス事業者
※コンビニ等フランチャイズ事業者の場合は、親業者と加盟業者の県内事業所の合計

(３) 使用の本拠の位置を県内に登録している自動車の台数が前年度の末日において次のいずれかに
該当する運輸事業者

※トラック100台以上、バス100台以上、タクシー150台以上
(４) 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上であって、エネルギー起源CO2以外の

温室効果ガスの排出量が当該温室効果ガスの種類ごとにCO2換算で3,000トン/年以上排出する
事業場を県内に有する事業者

中小排出事業者（提出努力義務）
特定事業者以外の事業者

対象事業者
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○温室効果ガス排出削減計画実績報告書（令和６年度実績）の提出状況及び排出量
（計画期間：令和４年度～令和６年度）
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○温室効果ガス排出削減計画書の提出状況及び排出量
（計画期間：令和7年度～令和9年度）
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第2次計画期間（令和7〜9年度） 第3次計画期間（令和10〜12年度）

事
業
者

岐
阜
県

令和7年度 令和8年度
令和9年度 令和10年度

計画書
の作成

受理

提出
（7月末）

①計画書
の評価

（A,B,C）

評価結果
の通知

計画書の
評価結果
公表
(いずれかA)

計画に基づく取組み

助言
（B,C）

計画書
の概要
公表
(全事業者)

省エネ等の
支援

提出
（7月末）

⑤認定
・表彰

(いずれもA)

提出
（7月末）

評価結果
の通知

省エネ等の
支援・表彰

評価制度の流れ
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※1 削減計画期間の１年目(R7)、２年目(R8)の報告書

②報告書
の評価※1
(A,B,C)

評価結果
の通知

計画に基づく取組み

ｖ報告書
の作成

※1

最終年度
報告書
の作成

受理

報告書
の概要
公表※1
(全事業者)

助言
内容
公表

受理 ③最終年度
報告書の評価

（A,B,C）

最終年度
報告書の
評価結果
公表

(いずれかA)

最終年度
報告書の
概要公表
(全事業者)

④助言
（B,C）

計画書
の作成
(以降
同様)

省エネ等の
支援

助言
※２

(B,C)

助言
内容
公表

※2 計画書又は報告書に対する助言

助言
内容
公表

内容
公表



評価及び評価結果の公表

認定・表彰評価結果の
公表(県HP)※5助言評価

通知評価概要公表
項目(県HP)

提出物
(対象年度)年度

評価A：事業者名

評価B,Cの
項目がある
事業者：必
要に応じて
（県HPで助
言内容を公
表）

〇〇

提出件数、特定事業者
の区分ごとの排出量

計画書
(R7〜9)

令和7年度

-
〇〇報告書

(R7)
令和8年度

〇〇報告書
(R8)

令和9年度

評価がすべてAのうち、特
に優れた取組を実施した事
業者（予定）

評価A：事業者名〇〇報告書
(最終年度(R9))令和10年度

評価A：事業者名〇〇計画書
(R10〜12)令和10年度
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評価の概要
評価項目：「温室効果ガス総合排出量の削減率」、「温室効果ガス総合排出原単位の削減

率」、「温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置」の３項目
・温室効果ガス総合排出量：事業活動に伴う温室効果ガス排出量から、森林吸収量などの補完的手段に

よる削減量を差し引いた後（カーボンオフセット）の数値
・温室効果ガス総合排出原単位：温室効果ガス総合排出量を当該年度の生産数量、建物延床面積等の

温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値等で除して得た数値
・温室効果ガスの排出を抑制：温室効果ガス排出量を削減するために事業者に求められる措置
するために実施する措置 （産業・業務部門、運輸部門の2種類があり、該当部門を選択）

通
知

助
言

(※2)

公
表

認
定
等(

予
定)

評価項目・基準
評
価 温室効果ガスの排出を抑制する

ために実施する措置
温室効果ガス

総合排出原単位の削減率
温室効果ガス

総合排出量の削減率

○○○実施率 ９０％以上４％以上４％以上A

○○実施率 ５０％ 〜 ９０％未満０％ 〜 ４％未満０％ 〜 ４％未満B

○○実施率 ０％ 〜 ５０％未満０％未満０％未満C

※１ 最終年度報告書の評価項目全てがA評価の事業者のうち、特に優れた取組みを実施した事業者 ※２ 必要に応じて助言

(※1)

岐阜県の2030年度温室効果ガス排出削減目標（2013年度比48％削減）の達成のために、より高い排出削減（11.8％/3
年）が必要となります。当面の3年間（2025から2027年度）は、排出削減に向けた技術動向等の状況を考慮して、従来
の基準値（4％/3年）としていますが、次期期間（2028から2030年度）は基準値を変更する場合があります。



認定制度・表彰制度

ぎふ脱炭素優良事業者認定
○対象者

温室効果ガス排出削減計画書・同実績報告書の提出義務がある特定事業者
○認定基準（次のいずれにも適合する者）

(1) 計画期間内（R4から6年度）の計画書等を全て県に提出、その内容が適正
(2) 最終年度（R6年度）の実績報告書における3つの評価項目が全てA評価

〇令和7年度実績：78事業者
産業部門：69者、業務部門：8者、運輸部門：1者
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ぎふ脱炭素トップランナー表彰
○対象者（次のいずれにも適合する者）

(1)ぎふ脱炭素優良事業者の認定を受けた者
(2)温室効果ガス排出量の削減率が基準年度比で 12.6％以上である者（年平均▲4.2％※１）

※１ SBT(パリ協定が求める企業が設定する削減目標)に準じる。
○選考基準

排出削減に効果的な各種取組を実施（部門ごとに７項目評価※２）
〇令和7年度実績：産業部門（3事業者）※５０音順

（株）アマダ土岐事業所（土岐市） R6排出量削減率/R3年度比：99.8％
エーザイ（株）川島工場（各務原市） R6排出量削減率/R3年度比：57.8％

（株）艶金（大垣市）※中小企業枠 R6排出量削減率/R3年度比：29.4％
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※２ 温室効果ガス排出削減の取組（産業部門）
①サプライチェーン排出量算定の実施
②国際的イニシアティブへの参画
③カーボン・オフセットの実施
④自家消費型再エネ・蓄電池・EMS の導入
⑤建築物における省エネ効果の高い設備導入
⑥廃棄物の減量化・再生利用の推進
⑦先進的な取組



（参考）県内事業者に対する助言事例

別添参考資料



様式・手引き・ガイドブック

県のHPで説明資料と合わせて公表
（https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8625.html）

・温室効果ガス排出削減計画書・実績報告書等の様式
・岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例に基づく

温室効果ガス排出削減計画書及び実績報告書届出の手引き
・温室効果ガス排出削減計画等評価制度ガイドブック
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https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8625.html

